
 

特定商取引における消費者保護の強化を求める意見書 

 

 令和４年版消費者白書によると、令和３年の消費生活相談は 85.2 万件で、そ

のうち特定商取引に関する法律（以下「特商法」という。）の対象分野の相談は

約 55％という高い比率を占めている。とりわけ認知症等の高齢者の消費者トラ

ブルの中では、訪問販売・電話勧誘販売の割合が 48.6％と多数を占めているこ

とから、超高齢社会において判断力の衰えた高齢者が悪質商法のターゲットに

されていることがうかがわれ、早急な対応が必要となっている。 

 消費生活相談全体で見ると、インターネット通販に関する相談が 27.4％と最

多となっており、デジタル社会の進展、さらにはコロナ禍の影響もあって、トラ

ブルが増加していることが見てとれる。この傾向は、デジタル社会の進展とと

もに、今後更に強まると考えられる。 

 また、マルチ取引（連鎖販売取引）の相談件数については、毎年約９千～１万

件程度と、無視できない件数で推移しており、その半数近くが 20 歳台となって

いる。令和４年４月の成年年齢引下げに伴い、今後は、18 歳から 19 歳を狙った

マルチ取引被害の増加が予想される。 

このような全国の状況と同様に京都府においても、特商法で規制の対象とな

っている分野が消費生活相談の約半数を占めており、消費者を保護する対策の

強化が望まれるところである。 

 ついては、国におかれては、以下のような特商法の改正を行うために、消費者

庁に検討会を設置し、早急に検討を進めることを強く要望する。 

 

１ 訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明

した場合の勧誘に対する規制を強化すること。 

２ ＳＮＳ等を通じた勧誘を伴うインターネット通販について、クーリング・

オフや勧誘規制等、電話勧誘販売と同レベルの規制を導入するとともに、Ｓ

ＮＳ事業者等に対し、消費者トラブル発生時における通信販売業者、勧誘者

に関する情報の開示を義務付けること。 

３ マルチ取引（連鎖販売取引）について、国による登録・確認等の開業規制を

導入するとともに、被害の予防・救済のための規制を強化すること。 

 

 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 
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